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政
赤
字
が
恒
常
化
す
る
中
、

政
府
債
務
は
１
０
０
０
兆
円

超
に
達
す
る
が
、
さ
ら
に
見

え
な
い
債
務
も
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ

が
、
賦
課
方
式
年
金
が
抱
え
る
「
暗
黙

の
債
務
」
で
あ
り
、
こ
の
債
務
は
「
積

立
方
式
で
あ
れ
ば
存
在
し
て
い
た
積
立

金
と
、
実
際
の
積
立
金
と
の
差
額
」（
※

１
）
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

　
積
立
方
式
で
の
債
務
の
存
在
は
明
ら

か
な
一
方
、
賦
課
方
式
に
も
実
は
債
務

が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
賦
課
方
式
年

金
と
同
じ
効
果
を
持
つ
政
策
が
、「
公
債

発
行
・
課
税
政
策
に
、
完
全
積
立
方
式

の
年
金
制
度
を
組
み
込
む
」
こ
と
に
よ

っ
て
実
行
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
か

れ
る
。
賦
課
方
式
は
、
①
制
度
発
足
時

の
老
齢
世
代
は
負
担
ゼ
ロ
で
現
役
世
代

か
ら
移
転
を
受
け
取
り
、
②
そ
れ
以
降

の
老
齢
世
代
は
現
役
期
の
負
担
と
引
き

換
え
に
現
役
世
代
か
ら
移
転
を
受
け
取

る
と
い
う
も
の
だ
。

　
す
な
わ
ち
、
現
役
世
代
か
ら
老
齢
世

代
に
世
代
間
所
得
移
転
を
繰
り
返
す
方

式
で
あ
る
が
①
に
対
応
す
る
た
め
、
制

度
発
足
時
に
公
債
を
発
行
し
、
そ
れ
を

財
源
と
し
て
、
老
齢
世
代
に
所
得
移
転

す
る
。
そ
の
後
、
公
債
が
無
限
に
大
き

く
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
公
債
残
高
を

Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
比
較
し
て
一
定
に
保
つ
よ
う

租
税
負
担
す
る
。
次
に
、
②
と
同
じ
効

果
を
生
み
出
す
よ
う
、
完
全
積
立
方
式

の
年
金
制
度
を
組
み
込
む
。
す
る
と
、

こ
れ
は
賦
課
方
式
と
ま
っ
た
く
同
等
の

政
策
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
賦
課
方
式

＝
公
債
発
行
・
課
税
政
策
＋
完
全
積
立

方
式
」
の
関
係
が
成
り
立
ち
、
こ
の
同

等
政
策
で
発
生
す
る
債
務
は
前
述
の

「
※
１
」
と
同
一
の
も
の
と
な
る
。
こ

の
債
務
は
理
論
的
に
は
通
常
の
公
債
が

発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
変
わ
り
な
い
。

　
現
在
の
暗
黙
の
債
務
は
ど
の
く
ら
い

か
。
そ
れ
は
、
厚
生
労
働
省
が
公
表
し

た
「
２
０
１
９
年
財
政
検
証
」
の
資
料

か
ら
分
か
る
。
人
口
前
提
が
出
生
・
死

亡
中
位
、
経
済
前
提
が
ケ
ー
ス
Ⅲ
（
29

年
度
以
降
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
が
０

・
４
％
）
に
お
け
る
公
的
年
金
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
（
運
用
利
回
り
に
よ
る
一

時
金
換
算
）
か
ら
、「
※
１
」
を
計
算
す

る
と
、
暗
黙
の
債
務
は
１
１
１
０
兆
円

と
な
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
５
６
０
兆
円
と
す

る
と
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
は
約
２
０
０
％

に
相
当
す
る
。
14
年
財
政
検
証
で
は
、

ケ
ー
ス
Ⅲ
に
近
い
も
の
で
、
暗
黙
の
債

務
は
約
１
０
０
０
兆
円
で
あ
っ
た
の
で
、

こ
の
５
年
間
で
そ
れ
が
約
１
１
０
兆
円

超
も
膨
張
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
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出所：社会保障審議会年金部会「2019（令和元）年財政検証関連資料」

公的年金（厚生年金＋国民年金）が抱える
「暗黙の債務」
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